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「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」の発行
～利用者が安心して利用できるよう事業者の「見える化」を後押しします。～

◆事業の概要◆事業の概要

県では，県内事業者が感染防止対策に積極的に取り組んでいただくとともに，
県民の皆様が安心して利用できる施設や飲食店等の「見える化」を図るため，店
舗(施設)に掲示できる「実施宣言」書とステッカーを作成しました。

事業者は必要事項を登録（実施項目のチェック等）していただくことで「実施
宣言」書とステッカーを取得できます。

また，県ホームページ等で宣言事業者を随時公開し県民へお知らせします。

◆対象事業者◆対象事業者

新型コロナウイルス感染防止対策の基本的事項の全てを実施する県内事業者。

◆発行手続◆発行手続

ｽﾃｯﾌﾟ1 新型コロナウイルス感染防止対策の基本的事項を実施

ｽﾃｯﾌﾟ2 県ＨＰから電子申請システムにより利用者（ID・パスワード）登録

ｽﾃｯﾌﾟ3 感染防止対策の基本的事項とその他の取組事項を選択・入力し送信

ｽﾃｯﾌﾟ4 記載内容を確認し，「実施宣言」書とステッカーをダウンロード

ｽﾃｯﾌﾟ5 各自で「実施宣言」書とステッカーを印刷し店舗(施設)へ掲示

【基本的事項】
①入口や施設内における手指消毒薬等の設置
②施設の定期的な換気及び清掃
③従業員のマスク着用及び手洗いや手指消毒の
徹底

④利用者へマスク着用及び手洗いや手指消毒の
呼びかけ

⑤施設共用品や複数の人の手がよく触れる場
所のこまめな消毒

⑥混雑時の入場者数や滞在時間の制限等

⑦従業員等の体調管理
⑧人と人との十分な距離の確保
⑨新型コロナウイルス感染症についての相談
目安及び｢保健所｣，｢帰国者・接触者相談
センター｣の連絡先を従業員へ周知

(http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/covid19/soudan.html)

⑩業界団体等が作成する「業種別ガイドライ
ン」を確認したうえでの取組の実施

(https://corona.go.jp/prevention/)

◆留意事項◆留意事項

事業者においては，「実施宣言」書及びステッカーの利用に当たり，以下の事
項等について同意していただくことにしています。

① 店舗（施設）内に「実施宣言」書を掲示すること。
② 登録店舗（施設）情報や取組の内容を県のホームページ等で公開すること。
③ 県又はその指示を受けた者が店舗(施設)を訪問し感染防止対策を直接確認

することや報告・是正の求めがあった場合はこれに応じること。
④ 県が登録の店舗(施設)で感染防止対策が実施されていないと判断した場合

又は登録内容が虚偽であった場合やその他不適切と判断した場合は，県の求
めに応じて「実施宣言」書とステッカーを撤去すること。



【ステッカーイメージ】

新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー

【「実施宣言」書イメージ】


